
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

１

○

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

２

○

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

３

○

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

５

○

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

８

○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
（
抄
）

11

○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
八
号
）
（
抄
）

16

○

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

17

○

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

19



1

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
都
市
の
権
能
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め

れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
一
の
二

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
事
務

（
新
設
）

十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



2

○

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）

（
国
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ

（
国
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
務
に
要
す
る
経
費
）

ば
な
ら
な
い
事
務
に
要
す
る
経
費
）

第
十
条

地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

第
十
条

地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

務
で
あ
つ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係
が
あ
る
事
務
の
う

務
で
あ
つ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係
が
あ
る
事
務
の
う

ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を

ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。

一
～
三
十
一

（
略
）

一
～
三
十
一

（
略
）

三
十
二

指
定
難
病
に
係
る
特
定
医
療
費
の
支
給
に
要
す
る
経
費



3

○

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

基
金
は
、
前
項
に
定
め
る
業
務
の
ほ
か
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

２

基
金
は
、
前
項
に
定
め
る
業
務
の
ほ
か
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
三
条
第
三
項
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
三
条
第
三
項
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
一
及
び
母

百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
一
及
び
母

子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準

子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
三
項
（
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
三
項
（
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

含
む
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
百
十
七
号
）
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
、
感
染
症
の
予
防

第
百
十
七
号
）
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
、
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
四
十
条
第
五
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者

号
）
第
四
十
条
第
五
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者

の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
十
四

の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
十
四

条
第
三
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

条
第
三
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
四
号
）
第
十
四
条
第
一
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

第
四
号
）
第
十
四
条
第
一
項
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
三
条
第
三

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
三
条
第

項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
の
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
又
は

号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
の
請
求
す
る
こ
と
の

被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
生
活
保
護
指

で
き
る
診
療
報
酬
の
額
又
は
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
医
療
機

定
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
額
の
決
定
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

関
等
若
し
く
は
生
活
保
護
指
定
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
額
の
決
定
に
つ
い
て
意

意
見
を
述
べ
、
ま
た
、
生
活
保
護
法
第
五
十
三
条
第
四
項
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護

見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
、
ま
た
、
生
活
保
護
法
第
五
十
三
条
第

法
第
十
五
条
第
四
項
（
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

四
項
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
十
五
条
第
四
項
（
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て

、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は



4

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

第
二
十
条
第
二
項
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
（
同
法
第
二
十
四
条

第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三

の
二
十
一
及
び
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
四
項
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
一
及
び
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お

。
）
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

十
条
第
六
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
六
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害

び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
四
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
四
項
、
石

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
、
障
害
者
の
日
常

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
に

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
四
項
又

対
す
る
診
療
報
酬
又
は
一
般
疾
病
医
療
費
若
し
く
は
医
療
費
に
相
当
す
る
額
の
支

は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
に
必
要
な
事
務
を
行
う
こ

よ
り
医
療
機
関
に
対
す
る
診
療
報
酬
又
は
一
般
疾
病
医
療
費
若
し
く
は
医
療
費
に

と
が
で
き
る
。
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

相
当
す
る
額
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
に
必
要

第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
療
養
を
担
当
す
る
者

な
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

が
国
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
の
審
査
に
関
す
る
事
務

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
療

及
び
そ
の
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
、
並
び
に
精
神

養
を
担
当
す
る
者
が
国
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
の
審

保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

査
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と

号
）
第
二
十
九
条
の
七
又
は
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

き
、
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
条
に
規
定
す
る
審

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
の
七
又
は
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭

査
、
額
の
算
定
又
は
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
に
お

和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

条
に
規
定
す
る
審
査
、
額
の
算
定
又
は
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託

さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
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○

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
十
条

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
四
号
中
「
保
育
所
」
の
下
に
「
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

第
十
条
第
十
四
号
中
「
保
育
所
」
の
下
に
「
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
に
要
す
る
経
費
（
地
方
公
共
団

三
十
二

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
に
要
す
る
経
費
（
地
方
公
共
団

体
の
設
置
す
る
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

体
の
設
置
す
る
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）

る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

第
六
十
五
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」

と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
八
の
項
中
「
実
施
」
の
下
に
「
若
し
く
は
措
置
」
を
加
え
、
同
表

別
表
第
一
の
八
の
項
中
「
実
施
」
の
下
に
「
若
し
く
は
措
置
」
を
加
え
、
同
表

中
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、
九
十
五
の
項
を
九
十
六
の
項
と
し
、
九
十

中
九
十
五
の
項
を
九
十
六
の
項
と
し
、
九
十
四
の
項
を
九
十
五
の
項
と
し
、
九
十

四
の
項
を
九
十
五
の
項
と
し
、
九
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九
十
四

市
町
村
長

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律

九
十
四

市
町
村
長

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
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第
六
十
五
号
）
に
よ
る
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

第
六
十
五
号
）
に
よ
る
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
の
支
給
又
は
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支

保
育
給
付
の
支
給
又
は
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省

援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
十
二
の
項
中
「
実
施
」
の
下
に
「
又
は
措
置
」
を
加
え
、
同
表
中

別
表
第
二
の
十
二
の
項
中
「
実
施
」
の
下
に
「
又
は
措
置
」
を
加
え
、
同
表
中

百
十
八
の
項
を
百
十
九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六

百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
の
項
を
百
十
七
の
項
と
し
、
百
十
五

の
項
を
百
十
七
の
項
と
し
、
百
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
六

市

子
ど
も
・
子
育
て

都
道
府
県

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障

百
十
六

市

子
ど
も
・
子
育
て

都
道
府
県

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障

町
村
長

支
援
法
に
よ
る
子

知
事

害
児
入
所
支
援
若
し
く

町
村
長

支
援
法
に
よ
る
子

知
事

害
児
入
所
支
援
若
し
く

ど
も
の
た
め
の
教

は
措
置
（
同
法
第
二
十

ど
も
の
た
め
の
教

は
措
置
（
同
法
第
二
十

育
・
保
育
給
付
の

七
条
第
一
項
第
三
号
の

育
・
保
育
給
付
の

七
条
第
一
項
第
三
号
の

支
給
又
は
地
域
子

措
置
を
い
う
。
）
に
関

支
給
又
は
地
域
子

措
置
を
い
う
。
）
に
関

ど
も
・
子
育
て
支

す
る
情
報
又
は
障
害
者

ど
も
・
子
育
て
支

す
る
情
報
又
は
障
害
者

援
事
業
の
実
施
に

関
係
情
報
で
あ
っ
て
主

援
事
業
の
実
施
に

関
係
情
報
で
あ
っ
て
主

関
す
る
事
務
で
あ

務
省
令
で
定
め
る
も
の

関
す
る
事
務
で
あ

務
省
令
で
定
め
る
も
の

っ
て
主
務
省
令
で

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障

っ
て
主
務
省
令
で

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障

定
め
る
も
の

害
児
通
所
支
援
に
関
す

定
め
る
も
の

害
児
通
所
支
援
に
関
す

る
情
報
、
地
方
税
関
係

る
情
報
、
地
方
税
関
係

情
報
、
住
民
票
関
係
情

情
報
、
住
民
票
関
係
情

報
又
は
障
害
者
の
日
常

報
又
は
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を

生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た

総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
に
よ
る
自
立

め
の
法
律
に
よ
る
自
立

支
援
給
付
の
支
給
に
関

支
援
給
付
の
支
給
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
主

す
る
情
報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の

務
省
令
で
定
め
る
も
の
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都
道
府
県

生
活
保
護
関
係
情
報
、

都
道
府
県

生
活
保
護
関
係
情
報
、

知
事
等

児
童
扶
養
手
当
関
係
情

知
事
等

児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
又
は
中
国
残
留
邦
人

報
又
は
中
国
残
留
邦
人

等
支
援
給
付
関
係
情
報

等
支
援
給
付
関
係
情
報

で
あ
っ
て
主
務
省
令
で

で
あ
っ
て
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の

定
め
る
も
の

厚
生
労
働

特
別
児
童
扶
養
手
当
関

厚
生
労
働

特
別
児
童
扶
養
手
当
関

大
臣
又
は

係
情
報
で
あ
っ
て
主
務

大
臣
又
は

係
情
報
で
あ
っ
て
主
務

都
道
府
県

省
令
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県

省
令
で
定
め
る
も
の

知
事

知
事

厚
生
労
働

国
民
年
金
法
に
よ
る
障

厚
生
労
働

国
民
年
金
法
に
よ
る
障

大
臣
又
は

害
基
礎
年
金
の
支
給
に

大
臣
又
は

害
基
礎
年
金
の
支
給
に

日
本
年
金

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

日
本
年
金

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

機
構

主
務
省
令
で
定
め
る
も

機
構

主
務
省
令
で
定
め
る
も

の

の
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○

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）

る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

第
二
十
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」

と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
九
十
七
の
項
を
九
十
八
の
項
と
し
、
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項

別
表
第
一
中
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、
九
十
五
の
項
を
九
十
六
の
項

と
し
、
九
十
五
の
項
を
九
十
六
の
項
と
し
、
九
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

と
し
、
九
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

え
る
。

九
十
五

厚
生
労
働
大

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

九
十
五

厚
生
労
働
大

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

臣

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
年
金

臣

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ

生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ

っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
及
び
八
十
七
の
項
中
「
若
し
く
は
特
定
障
害
者
」
を

別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
及
び
八
十
七
の
項
中
「
若
し
く
は
特
定
障
害
者
」
を

「
、
特
定
障
害
者
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
特
別
障
害
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く

「
、
特
定
障
害
者
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
特
別
障
害
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く

は
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
年
金
生
活
者
支
援
給

は
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
」
を
加
え
、
同
表
中
百
十
九
の
項
を
百
二
十
の
項
と
し
、
百
十
八
の
項
を
百

付
金
」
を
加
え
、
同
表
中
百
十
八
の
項
を
百
十
九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項
を
百

十
九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
の
項
の
次
に
次
の

十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

よ
う
に
加
え
る
。

百
十
七

厚

年
金
生
活
者
支
援

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住

百
十
七

厚

年
金
生
活
者
支
援

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住

生
労
働
大

給
付
金
の
支
給
に

民
票
関
係
情
報
又
は
介

生
労
働
大

給
付
金
の
支
給
に

民
票
関
係
情
報
又
は
介
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臣

関
す
る
法
律
に
よ

護
保
険
給
付
関
係
情
報

臣

関
す
る
法
律
に
よ

護
保
険
給
付
関
係
情
報

る
年
金
生
活
者
支

で
あ
っ
て
主
務
省
令
で

る
年
金
生
活
者
支

で
あ
っ
て
主
務
省
令
で

援
給
付
金
の
支
給

定
め
る
も
の

援
給
付
金
の
支
給

定
め
る
も
の

に
関
す
る
事
務
で

に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
主
務
省
令

あ
っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

で
定
め
る
も
の

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
二
十
二
条

施
行
日
が
整
備
法
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
う
ち

第
二
十
二
条

施
行
日
が
整
備
法
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
う
ち

、
番
号
利
用
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
九
十
七
の
項
を
九
十
八
の
項
と
し
、

、
番
号
利
用
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、

九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、
九
十
五
の
項
を
九
十
六
の
項
と
し
、
九
十
四

九
十
五
の
項
を
九
十
六
の
項
と
し
、
九
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
九
十
五
の
項
を
九

」
と
あ
る
の
は
「
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、
九
十
五
の
項
を
九
十
六
の

十
六
の
項
と
し
、
九
十
四
の
項
を
九
十
五
の
項
と
し
、
九
十
三
」
と
、
「
九
十
五

項
と
し
、
九
十
四
の
項
を
九
十
五
の
項
と
し
、
九
十
三
」
と
、
「
九
十
五

厚
生

厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
九
十
四

厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
番
号
利
用

労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
九
十
四

厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
番
号
利
用
法
別
表

法
別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
「
百
十
八
の
項
を
百
十
九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項

第
二
の
改
正
規
定
中
「
百
十
九
の
項
を
百
二
十
の
項
と
し
、
百
十
八
の
項
を
百
十

を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と

九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百

し
、
百
十
六
の
項
を
百
十
七
の
項
と
し
、
百
十
五
」
と
、
「
百
十
七

厚
生
労
働

十
八
の
項
を
百
十
九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
の

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
百
十
六

厚
生
労
働
大
臣
」
と
し
、
整
備
法
第
六
十
五
条

項
を
百
十
七
の
項
と
し
、
百
十
五
」
と
、
「
百
十
七

厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

の
う
ち
、
番
号
利
用
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
同
表
中
」
と
あ
る
の
は
「
同

の
は
「
百
十
六

厚
生
労
働
大
臣
」
と
し
、
整
備
法
第
六
十
五
条
の
う
ち
、
番
号

表
中
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、
」
と
、
番
号
利
用
法
別
表
第
二
の
改
正

利
用
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
九
十
六
の
項
を
九
十
七
の
項
と
し
、
九
十
五

規
定
中
「
同
表
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
中
百
十
八
の
項
を
百
十
九
の
項
と
し
、

の
項
を
九
十
六
の
項
と
し
、
九
十
四
の
項
を
九
十
五
の
項
と
し
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
す
る
。

九
十
七
の
項
を
九
十
八
の
項
と
し
、
九
十
四
の
項
か
ら
九
十
六
の
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
下
げ
」
と
、
番
号
利
用
法
別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
「
百
十
八
の
項
を

百
十
九
の
項
と
し
、
百
十
七
の
項
を
百
十
八
の
項
と
し
、
百
十
六
の
項
を
百
十
七

の
項
と
し
」
と
あ
る
の
は
「
百
十
九
の
項
を
百
二
十
の
項
と
し
、
百
十
六
の
項
か
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ら
百
十
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
」
と
す
る
。
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○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九
十
六

都
道
府
県
知

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

（
新
設
）

（
新
設
）

事

二
十
六
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
特
定
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も

の

別
表
第
二
（
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
関
係
）

情
報
照
会
者

事

務

情
報
提
供
者

特
定
個
人
情
報

情
報
照
会
者

事

務

情
報
提
供
者

特
定
個
人
情
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
六

都

生
活
保
護
法
に

（
略
）

（
略
）

二
十
六

都

生
活
保
護
法
に

（
略
）

（
略
）

道
府
県
知

よ
る
保
護
の
決

道
府
県
知

よ
る
保
護
の
決
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事
等

定
及
び
実
施
又

都
道
府
県
知
事

災
害
救
助
法
に
よ
る
救

事
等

定
及
び
実
施
又

都
道
府
県
知
事

災
害
救
助
法
に
よ
る
救

は
徴
収
金
の
徴

助
若
し
く
は
扶
助
金
の

は
徴
収
金
の
徴

助
若
し
く
は
扶
助
金
の

収
に
関
す
る
事

支
給
、
児
童
福
祉
法
に

収
に
関
す
る
事

支
給
、
児
童
福
祉
法
に

務
で
あ
っ
て
主

よ
る
療
育
の
給
付
若
し

務
で
あ
っ
て
主

よ
る
療
育
の
給
付
若
し

務
省
令
で
定
め

く
は
障
害
児
入
所
給
付

務
省
令
で
定
め

く
は
障
害
児
入
所
給
付

る
も
の

費
の
支
給
、
母
子
及
び

る
も
の

費
の
支
給
又
は
母
子
及

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

法
に
よ
る
資
金
の
貸
付

祉
法
に
よ
る
資
金
の
貸

け
又
は
難
病
の
患
者
に

付
け
に
関
す
る
情
報
で

対
す
る
医
療
等
に
関
す

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定

る
法
律
に
よ
る
特
定
医

め
る
も
の

療
費
の
支
給
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
十
六
の
二

災
害
対
策
基
本

都
道
府
県
知
事

災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助

五
十
六
の
二

災
害
対
策
基
本

都
道
府
県
知
事

災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助

市
町
村
長

法
に
よ
る
被
災

若
し
く
は
児
童
福
祉
法
に

市
町
村
長

法
に
よ
る
被
災

若
し
く
は
児
童
福
祉
法
に

者
台
帳
の
作
成

よ
る
障
害
児
入
所
支
援
若

者
台
帳
の
作
成

よ
る
障
害
児
入
所
支
援
若

に
関
す
る
事
務

し
く
は
措
置
（
同
法
第
二

に
関
す
る
事
務

し
く
は
措
置
（
同
法
第
二
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で
あ
っ
て
主
務

十
七
条
第
一
項
第
三
号
又

で
あ
っ
て
主
務

十
七
条
第
一
項
第
三
号
又

省
令
で
定
め
る

は
第
二
項
の
措
置
を
い
う

省
令
で
定
め
る

は
第
二
項
の
措
置
を
い
う

も
の

。
）
に
関
す
る
情
報
、
障

も
の

。
）
に
関
す
る
情
報
、
障

害
者
関
係
情
報
又
は
精
神

害
者
関
係
情
報
又
は
精
神

保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

祉
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

入
院
措
置
若
し
く
は
難
病

入
院
措
置
に
関
す
る
情
報

の
患
者
に
対
す
る
医
療
等

で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特

め
る
も
の

定
医
療
費
の
支
給
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
十
七

都

中
国
残
留
邦
人

（
略
）

（
略
）

八
十
七

都

中
国
残
留
邦
人

（
略
）

（
略
）

道
府
県
知

等
支
援
給
付
等

道
府
県
知

等
支
援
給
付
等

事
等

の
支
給
に
関
す

都
道
府
県
知
事

災
害
救
助
法
に
よ
る
救

事
等

の
支
給
に
関
す

都
道
府
県
知
事

災
害
救
助
法
に
よ
る
救

る
事
務
で
あ
っ

助
若
し
く
は
扶
助
金
の

る
事
務
で
あ
っ

助
若
し
く
は
扶
助
金
の

て
主
務
省
令
で

支
給
、
児
童
福
祉
法
に

て
主
務
省
令
で

支
給
、
児
童
福
祉
法
に

定
め
る
も
の

よ
る
療
育
の
給
付
若
し

定
め
る
も
の

よ
る
療
育
の
給
付
若
し
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く
は
障
害
児
入
所
給
付

く
は
障
害
児
入
所
給
付

費
の
支
給
、
母
子
及
び

費
の
支
給
又
は
母
子
及

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

法
に
よ
る
資
金
の
貸
付

祉
法
に
よ
る
資
金
の
貸

け
又
は
難
病
の
患
者
に

付
け
に
関
す
る
情
報
で

対
す
る
医
療
等
に
関
す

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定

る
法
律
に
よ
る
特
定
医

め
る
も
の

療
費
の
支
給
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

百
十
八

都

難
病
の
患
者
に

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

道
府
県
知

対
す
る
医
療
等

中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給

事

に
関
す
る
法
律

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て

に
よ
る
特
定
医

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

療
費
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住

（
新
設
）

（
新
設
）

あ
っ
て
主
務
省

民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

令
で
定
め
る
も

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
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の

難
病
の
患
者
に
対

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

（
新
設
）

（
新
設
）

す
る
医
療
等
に
関

療
等
に
関
す
る
法
律
第
十

す
る
法
律
第
十
二

二
条
に
規
定
す
る
他
の
法

条
に
規
定
す
る
他

令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に

の
法
令
に
よ
る
給

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
主

付
の
支
給
を
行
う

務
省
令
で
定
め
る
も
の

こ
と
と
さ
れ
て
い

る
者
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○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十

八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
の
七

都
道
府
県
知

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

（
新
設
）

（
新
設
）

事

二
十
六
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
同
法
第
五
条
第

一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
五
第
六
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

別
表
第
五
第
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

六
の
二
～
六
の
四

（
略
）

六
の
二
～
六
の
四

（
略
）

六
の
五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
五
条

第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
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○

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）

附

則

附

則

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
五
条

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

改
正
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
四

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
生
活
困
窮
者

三
十
三

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
生
活
困
窮
者

住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費

住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
六
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

第
六
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）

の
施
行
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
前
条
の
う
ち
地
方

の
施
行
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
前
条
の
う
ち
地
方

財
政
法
第
十
条
の
改
正
規
定
中
「
三
十
四

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に

財
政
法
第
十
条
の
改
正
規
定
中
「
三
十
三

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に

要
す
る
経
費
及
び
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費
」
と
あ

要
す
る
経
費
及
び
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費
」
と
あ

る
の
は
、
「
三
十
三

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
生

る
の
は
、
「
三
十
二

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
生

活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費
」
と
す
る
。

活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費
」
と
す
る
。
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２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
う
ち
地

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
う
ち
地

方
財
政
法
第
十
条
の
改
正
規
定
中
「
三
十
三

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給

方
財
政
法
第
十
条
の
改
正
規
定
中
「
三
十
二

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給

付
に
要
す
る
経
費
（
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
も
の

付
に
要
す
る
経
費
（
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
四

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付

を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
三

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付

に
要
す
る
経
費
（
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
も
の
を

に
要
す
る
経
費
（
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。

除
く
。
）
」
と
す
る
。
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○

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
厚
生
科
学
審
議
会
）

（
厚
生
科
学
審
議
会
）

第
八
条

厚
生
科
学
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
条

厚
生
科
学
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平

四

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十

成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十

八
号
）
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
、
生
活
衛
生
関
係

八
号
）
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
生
活
衛
生
関

営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す

係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権

る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。


